
43.　5.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

　
３
年
度
の
市
税
な
ど
（
市
民

税
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

軽
自
動
車
税
〈
種
別
割
〉、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険

料
）
の
納
期
限
は
下
表
の
通
り
で

す
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を
完

納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
滞
納
処

分
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
早
め
に

納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
「
令
和
３
年

度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）」
の

納
税
通
知
書
を
５
月
１１
日
（
火
）

に
発
送
し
ま
す
。
同
通
知
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ま
た
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
使
用
し

て
納
付
が
で
き
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
は
課
税

課
市
民
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
７

７
（
内
線
２
３
３
１・２
３
３
２
）、

納
付
方
法
に
つ
い
て
は
納
税
課
管

理
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内

線
２
３
５
１
〜
２
３
５
４
）
へ
。

学
童
保
育
所
の 

育
休
代
替
職
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員
専
門
職
）

　【
任
用
期
間
】６
月
１
日
〜
１１
月

３０
日

　【
勤
務
時
間
な
ど
】月
曜
〜
土
曜

日
（
祝
日
を
除
く
）、
月
１
２
４

時
間
（
変
則
勤
務
有
り
）。
時
間

は
午
前
８
時
１５
分
〜
午
後
６
時
の

間
で
、
４
〜
７
時
間
の
シ
フ
ト
勤

務　【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
に
お

け
る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

　【
応
募
資
格
】保
育
士
、
社
会
福

祉
士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か
の

有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後
児
童

支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
修
了
し

た
者
も
し
く
は
受
講
資
格
を
持
つ

者　【
募
集
人
数
】１
人

　【
報
酬
な
ど
】月
額
２０
万
２
９
０

０
円
（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と

期
末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

　【
応
募
書
類
】①
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
②
資
格
証
明
書
の

写
し
③
「
児
童
一
人
ひ
と
り
の
個

性
を
尊
重
し
た
育
成
支
援
」
に
つ

い
て
の
考
え
や
意
見
を
、
原
稿
用

紙
で
８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
た

小
論
文

　
申
し
込
み
は
５
月
１７
日
（
月
）

ま
で
の
月
曜
〜
金
曜
日
（
祝
日
を

除
く
）
の
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

に
、
応
募
書
類
を
直
接
児
童
青
少

年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
を
。

　
※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

学

童

保

育

所 

職
員
募
集
説
明
会

　
学
童
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員

（
児
童
厚
生
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

次
の
通
り
、
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ど
な

た
で
も
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　【
日
時
】５
月
３１
日
（
月
）
午
後

１
時
半
〜
２
時
半

　【
会
場
】市
役
所
５
階
５
０
１
会

議
室

　【
説
明
内
容
】学
童
保
育
所
に
つ

い
て
、
児
童
厚
生
員
（
会
計
年
度

任
用
職
員
専
門
職
・
ア
シ
ス
タ
ン

ト
職
）
の
仕
事
の
内
容
、
応
募
資

格
な
ど

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

健
康
課
産
休
・
育
休 

代
替
管
理
栄
養
士

（
会
計
年
度
任
用
職
員
ア
シ
ス
タ

ン
ト
職
）

　【
任
用
期
間
】７
月
１５
日
〜
４
年

３
月
３１
日
（
再
度
任
用
の
場
合
あ

り
）

　【
勤
務
時
間
な
ど
】月
曜
〜
金
曜

日
の
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

（
時
間
な
ど
応
相
談
）

　【
勤
務
内
容
】健
康
増
進
事
業
、

母
子
保
健
事
業

　【
応
募
資
格
】管
理
栄
養
士
の
資

格
を
有
す
る
者

　【
募
集
人
数
】１
人

　【
報
酬
な
ど
】時
給
１
４
８
０
円

（
予
定
）（
別
途
、
交
通
費
相
当

額
の
支
給
は
市
の
規
定
に
よ
る)

　【
応
募
書
類
】①
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
②
資
格
証
明
書
の

写
し

　
申
し
込
み
は
５
月
１４
日
（
金
）

ま
で
に
、
健
康
課
（
滝
山
４
ノ
３

ノ
１４
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

内
）
へ
事
前
連
絡
の
上
、
直
接
持

参
を
。

　
※
任
用
は
書
類
選
考
と
面
接
の

上
、
決
定
し
ま
す
。

　
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
７
・
０

０
２
２
へ
。

市
税
な
ど
の
納
付
に

�

ご
協
力
く
だ
さ
い

３
年
度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

３
年
度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

も
し
も
病
気
や
け
が
で 

障
害
が
残
っ
た
ら 

障
害
基
礎
年
金

　
国
民
年
金
の
障
害
等
級
の
１

級
か
２
級
に
該
当
し
た
場
合
、

障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

　【
受
給
要
件
】

　
①
国
民
年
金
の
加
入
者
ま
た

は
初
診
日
が
６０
歳
以
上
６５
歳
未

満
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
な
い
国
内
在
住
者
で
あ
る
こ

と　
②
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
に
保

険
料
を
納
め
た
期
間
（
保
険
料
免

除
等
の
期
間
を
含
む
）
が
加
入
期

間
の
３
分
の
２
以
上
あ
る
こ
と
、

も
し
く
は
初
診
日
の
前
々
月
ま
で

の
１
年
間
に
未
納
が
な
い
こ
と

　
③
障
害
認
定
日
（
※
）
の
障
害

程
度
が
政
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る

障
害
等
級
の
１
級
か
２
級
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
た
場
合

　
※
障
害
認
定
日
と
は
、
病
気
や

け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
察
を
受

け
た
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経
過

し
た
日
、
ま
た
は
１
年
６
カ
月
以

内
に
症
状
固
定
し
た
日
。

　【
２０
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
時
】

２０
歳
前
に
病
気
や
け
が
で
障
害
が

残
っ
た
方
（
国
民
年
金
の
障
害
等

級
が
１
級
か
２
級
に
該
当
し
た
場

合
）
も
、
２０
歳
に
な
る
と
障
害

年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
（
た
だ

し
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）。

　
手
続
き
先
は
、
初
診
日
が
第

１
号
被
保
険
者
期
間
中
ま
た
は

２０
歳
前
で
あ
る
と
き
は
、
市
保

険
年
金
課
ま
た
は
武
蔵
野
年
金

事
務
所
で
す
。
初
診
日
が
厚
生

年
金
や
第
３
号
被
保
険
者
期
間

中
な
ど
で
あ
る
場
合
は
、
武
蔵

野
年
金
事
務
所
に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

表　令和３年度　納期一覧

固定資産税
・都市計画税

軽自動車税
（種別割）

市・都民税
（普通徴収）

国民健康
保険税 後期高齢者

医療保険料
介護保険料

１期 ５月３１日 ５月３１日 ６月３０日 ８月２日 ８月２日

２期 ８月２日 ８月３１日 ８月３１日 ８月３１日

３期 １２月２７日 １１月１日 ９月３０日 ９月３０日

４期 ２月２８日 １月３１日 １１月１日 １１月１日

５期 １１月３０日 １１月３０日

６期 １２月２７日 １２月２７日

７期 １月３１日 １月３１日

８期 ２月２８日 ２月２８日

９期 ３月２５日

表１　原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車などの税率一覧

種別 税率

原動機付自転車

５０cc以下 ２,０００円

５０cc超９０cc以下 ２,０００円

９０cc超１２５cc以下 ２,４００円

ミニカー ３,７００円

二輪の軽自動車など（１２５cc超２５０cc以下） ３,６００円

二輪の小型自動車（２５０cc超） ６,０００円

小型特殊自動車
農耕用のもの ２,４００円

その他 ５,９００円

表２　三輪および四輪以上の軽自動車の税率一覧
初めて車両番号の指定を受けた日（自動車検査証の「初度検査年月」の日付）によって税率が変わります。

種別

税率

平成２７年３月３１日
までの登録車

平成２７年４月１日
以降の登録車

新規登録後１３年超
（経年重課）※

軽自動車
四輪以上

乗用
営業用 ５,５００円 ６,９００円 ８,２００円

自家用 ７,２００円 １万８００円 １万２,９００円

貨物用
営業用 ３,０００円 ３,８００円 ４,５００円

自家用 ４,０００円 ５,０００円 ６,０００円

三輪 ３,１００円 ３,９００円 ４,６００円

※新規登録から１３年経過した車両は、グリーン化を進める観点から、平成２８年度より経年重課の税率が適用され
ます。なお、電気軽自動車等（動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車）については経年重課の対象外です。

表３　三輪および四輪の軽自動車の特別措置（グリーン化特例）の税率一覧
　令和２年４月〜３年３月に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、環境負荷の小さいものにつ
いては、令和３年度に限り税率が軽減されます。詳しい適用条件については市ホームページ（右QR
コード）をご覧ください。

種別

税率

標準税率 おおむね
２５％軽減

おおむね
５０％軽減

おおむね
７５％軽減

軽自動車
四輪以上

乗用
営業用 ６,９００円 ５,２００円 ３,５００円 １,８００円

自家用 １万８００円 ８,１００円 ５,４００円 ２,７００円

貨物用
営業用 ３,８００円 ２,９００円 １,９００円 １,０００円

自家用 ５,０００円 ３,８００円 ２,５００円 １,３００円

三輪 ３,９００円 ３,０００円 ２,０００円 １,０００円


